
事 務 連 絡

令和６年３月 19 日 

都道府県

各 指定都市 介護保険主管部（局） 御中

中 核 市

厚生労働省老健局老 人 保 健 課 

高 齢 者 支 援 課 

認知症施策・地域介護推進課 

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（令和６年３月 19 日）」

の送付について 

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く御

礼申し上げます。 

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（令和６年３月 19 日）」

を送付いたしますので、貴県又は貴市におかれましては、御了知の上、管下市町

村又は事業所等への周知を徹底し、その取扱いに当たっては遺漏なきよう、よろ

しくお願い申し上げます。 
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令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15 日）問 97を次のとお

り修正する。 

（答） 

１．ユニット型個室の特別養護老人ホームにおいては、適切なユニットケアとして、 

・ 要介護高齢者の尊厳の保持と自立支援を図る観点から、居宅に近い居住環境の下で、

居宅における生活に近い日常生活の中で入居者一人ひとりの意思と人格を尊重したケ

アを行うこと

・ 小グループ（ユニット）ごとに配置された職員による、入居者一人ひとりの個性や生

活のリズムに沿ったケアの提供

などが必要とされているところであり、ユニットごとに空間を区切った上で、ユニット

単位でサービス提供を行うことが重視され、また、そのための介護報酬の設定もなされて

いるものである。 

２．一方で、介護現場の生産性向上の取組によって、介護サービスの質の向上とともに、職

員の負担軽減等を図ることは重要であり、こうした観点から、国家戦略特別区域における

実証実験の結果も踏まえれば、隣接する２つのユニットで介護ロボット等を共同で利用

する場合において、入居者の処遇に配慮した上で、ユニットケアを損なわない構造の可動

式の壁を、機器や職員の移動時、レクリエーションの共同実施時等に一時的に開放する運

用としても差し支えないものと考えられる。 

３．なお、可動式の壁を開放する運用とする場合においては、ユニットケアとしての職員の

配置（※）や入居者の処遇に十分に配慮し、３つのユニット以上で運用することや、当該

壁を常時開放し従来型個室のような運用がなされないよう留意すること。 

（※）ユニット型個室の特別養護老人ホームにおいては、入居者が安心して日常生活を

送ることができるよう、継続性（馴染みの関係）を重視したサービスの提供が求めら

れている。 

４．また、「ユニット型個室の特別養護老人ホームの設備に関する Q&A について」（平成 23

問 97 ユニット型個室の特別養護老人ホームにおけるユニットの共同生活室間の壁を

可動式のものにすることについてどう考えるか。 

【関係箇所抜粋】
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年 12月１日付け厚生労働省老健局高齢者支援課・振興課事務連絡）及び「国家戦略特別

区域の指定に伴うユニット型指定介護老人福祉施設の共同生活室に関する特例について」

（平成 28年３月 18日付け厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡）を廃止する。 



事 務 連 絡 

令和６年３月 15日 

都道府県 

各 指定都市 介護保険主管部（局） 御中 

中 核 市 

厚生労働省老健局老 人 保 健 課 

高 齢 者 支 援 課 

認知症施策・地域介護推進課 

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日）」

の送付について 

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く御

礼申し上げます。 

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15 日）」

を送付いたしますので、貴県又は貴市におかれましては、御了知の上、管下市町

村又は事業所等への周知を徹底し、その取扱いに当たっては遺漏なきよう、よろ

しくお願い申し上げます。 
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（答） 

１．ユニット型個室の特別養護老人ホームにおいては、適切なユニットケアとして、 

・ 要介護高齢者の尊厳の保持と自立支援を図る観点から、居宅に近い居住環境の下で、

居宅における生活に近い日常生活の中で入所者一人ひとりの意思と人格を尊重したケ

アを行うこと

・ 小グループ（ユニット）ごとに配置された職員による、入所者一人ひとりの個性や生

活のリズムに沿ったケアの提供

などが必要とされているところであり、ユニットごとに空間を区切った上で、ユニット

単位でサービス提供を行うことが重視され、また、そのための介護報酬の設定もなされて

いるものである。 

２．一方で、介護現場の生産性向上の取組によって、介護サービスの質の向上とともに、職

員の負担軽減等を図ることは重要であり、こうした観点から、国家戦略特別区域における

実証実験の結果も踏まえれば、隣接する２つのユニットで介護ロボット等を共同で利用

する場合において、入所者等の処遇に配慮した上で、ユニットケアを損なわない構造の可

動式の壁を、機器や職員の移動時、レクリエーションの共同実施時等に一時的に開放する

運用としても差し支えないものと考えられる。 

（※）ユニット型個室の特別養護老人ホームにおいては、入所者等が安心して日常生活

を送ることができるよう、継続性（馴染みの関係）を重視したサービスの提供が求め

られている。 

３．また、「ユニット型個室の特別養護老人ホームの設備に関する Q&A について」（平成 23

年 12月１日付け厚生労働省老健局高齢者支援課・振興課事務連絡）及び「国家戦略特別

区域の指定に伴うユニット型指定介護老人福祉施設の共同生活室に関する特例について」

（平成 28年３月 18日付け厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡）を廃止する。 

問 97 ユニット型個室の特別養護老人ホームにおけるユニットの共同生活室間の壁を

可動式のものにすることについてどう考えるか。 

【関係箇所抜粋】



事 務 連 絡 

平成２８年３月１８日 

都道府県 

各 指定都市 介護保険主管部（局）長 殿 

中 核 市 

厚生労働省老健局高齢者支援課 

国家戦略特別区域の指定に伴うユニット型指定介護老人福祉施設の

共同生活室に関する特例について

平素より介護保険制度の円滑な推進に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

今般、国家戦略特別区域内のユニット型指定介護老人福祉施設において、介

護ロボットを導入しユニットケアを実施し実証実験を行うことを、当該国家戦

略特別区域の区域計画に記載し、内閣総理大臣の認定を受けた場合には、「ユニ

ット型個室の特別養護老人ホームの設備に関するＱ＆Ａについて」（平成２３年

１２月１日厚生労働省老健局高齢者支援課・振興課事務連絡。別紙参照。）を適

用せず、共同生活室について、隣接する２つのユニットの入居者が交流し、共

同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有するものとして、条

例において定めることとしても差し支えないことといたします。 

つきましては、貴殿におかれましては、ご了知の上、管内の関係施設や関係

団体等に対し、その周知を図るとともに、その運用に遺憾のないようお願いい

たします。 

【参考】



EAEPI
テキストボックス
別紙






